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入院・手術だけでなく、ガンなどの三大疾病も手厚くサポート
さまざまなオプションが選べる医療保険

［引受保険会社］ ［募集代理店］

本冊子の記載内容は、2025年9月現在の法令等によるものです。今後、法令等の変更に伴い取扱いが変更となる場合があります。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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■寝たきりや認知症等で意思表示ができない、またはガンの病名告知がされていないなどの特別な事情で、ご請求者さまが給付金等や
保険料の払込免除を請求することができないときに、あらかじめ指定された代理人がご請求者さまに代わって請求できる制度があります
（指定代理請求制度）。
■被保険者さまの配偶者・直系血族、３親等以内の親族などが代理人になることができます。
　詳しいお手続きは三井住友海上あいおい生命の社員・代理店またはお客さまサービスセンターまでお問い合わせください。

給付金等を「もれなく・スムーズに」お受け取りいただくために

認知症で意思能力が低下し、
意思表示ができない場合

給付金等の代理請求

「ガン」等の病名を医師から
告知されておらず、ご家族のみが
病名を知っている場合

病気やケガで寝たきり状態
となり、意思表示ができない場合



医療の現状について考えてみま   しょう気になるデータ
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病気・ケガによる入院

2人に１人以上が日帰り入院を含む10日以内の入院です

がん

再発の可能性があり、長期的な治療が必要になることがあります

通院によるがん治療の割合が増えています

がんの治療は日々進歩しており、新たな治療技術があります

女性  疾病

「女性特有の病気」「女性に多い病気」は    年齢に関係なくかかる可能性があります

出産のときに手術が必要    になることもあります

三大  疾病

がん・心疾患・脳血管疾患は40   歳代以降から増加傾向にあり、
70歳代までリスクは   高くなっていきます  

短期の入院であっても、入院にかかる費用は高額になることがあります

病気によっては入院が長期に及ぶことがあります

手術療法

がんの三大治療（標準治療）

薬物療法放射線治療

医療技術の進歩による新たな治療技術（例）

免疫療法 注2重粒子線・
陽子線治療がんゲノム医療注1

（公財）生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」

注 5日以内とは4泊5日以内、10日以内とは9泊10日以内の入院をいいます。
厚生労働省「令和5年 患者調査」

▶病気やケガによる平均在院日数 ▶年齢別に見た主な「女性特有の病    気」「女性に多い病気」の患者数

▶帝王切開で出産するケース

▶三大疾病の年代別患者数（単位：万人）

▶直近の入院時の自己負担費用（入院日数別）（単位：万円）

※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費（見舞いに来る家族の交通費も含む）や衣類、
日用品などを含む。高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額

▶傷病別平均在院日数

がん
心疾患注

くも膜下出血
脳梗塞

高血圧性疾患
糖尿病
肝疾患
腎疾患

急性膵炎
すい

厚生労働省「令和5年 患者調査」注 高血圧性のものを除く

（非小細胞がん、根治手術後）

※再発率は術式（どのような手術、処置をしたか）・治療法などにより、大きく異なっています。
新日本保険新聞社「2025年3月版 こんなにかかる医療費」

注1 がんゲノム医療とは遺伝子情報にもとづくがんの個別化治療の１つです。
注2 免疫療法とは免疫の力を利用してがんを攻撃する治療法です。

子宮頸がん

胃がん

大腸がん

肺がん
Ⅱ 期の胃がん
術後５年以内の再発率18％

Ⅱ 期の子宮頸がん
術後５年以内の再発率15％

Ⅱ期の肺がん
術後５年以内の再発率35％

Ⅱ 期の大腸がん
術後５年以内の再発率15％

▶がんの再発率

▶がんの外来受療率、入院受療率の推移 （人口10万対）

▶主ながんの治療方法と新たな治療技術

厚生労働省「令和5年 患者調査」

厚生労働省「令和5年 患者調査」注 高血圧性のものを除く

（人）

厚生労働省「令和5年 医療施設（静態・動態）
調査・病院報告の概況」を
もとに三井住友海上あいおい生命試算

22.9% 約5人に1人

厚生労働省「令和5年 患者調査」※女性患者数のみ掲載しています。
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さらに、その他にもさまざまなオプションで
ニーズに合った保障の準備をいただけます！

商品の特徴 基本保障と選べるオプション（特約・  特則）で、さまざまな治療にお役立ていただけます

先進医療
先進医療特約（無解約返戻金型）

通院
通院給付特約（無解約返戻金型）（１８）

女性向け
女性疾病給付特約（無解約返戻金型）（25）

保険料払込免除
保険料払込免除特約（22）

ガン診断
ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（25）

抗ガン剤治療
抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（１８）

ガン通院
ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）

詳しくはP.5～6をご覧ください。
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※ガン遺伝子パネル検査を受けた場合でも、治療につながる情報が得られない場合があります。ガン遺伝子パネル検査の詳細は、P.30（Q10）を
　ご覧ください。

1POINT 短期入院から手厚くサポート！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

病気やケガにより入院されたとき、
日帰り入院注から入院10日目まで
一律10日分をお受け取りいただけます。

初期入院10日給付特則を付加した場合選択

入院は3日だったけど
治療費以外にも費用が
意外とかかるもんだなぁ

注 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料
の支払有無等を参考にして判断します。

3POINT 多様化するガン治療に対応!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ガン特定診療特約（無解約返戻金型）（２５）を付加した場合選択

2POINT 三大疾病を一時金でサポート!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三大疾病一時給付特約（無解約返戻金型）（２５）を付加した場合選択

「入院一時給付特約（無解約返戻金型）
(22)」をあわせて付加した場合、日帰り入
院から10日分の入院給付金と入院一時
給付金を受け取れるので、短期入院によ
り手厚く備えられます！

入院一時金
入院一時給付特約（無解約返戻金型）(22)

約款所定のガンに関する自費診療・セカ
ンドオピニオンにかかわる費用や約款所
定の交通費・宿泊費を保障します。

選択肢の一つとして
公的医療保険制度の
対象とならない治療も
検討しているけど、
費用が心配だな…

約款所定の自費診療やセカンドオピニオ
ンそれぞれにかかわる費用や、交通費・宿
泊費を保険期間通算１億円注まで保障しま
すので、安心して治療できます！

初めてガンと診断確定されたとき、心疾患・
脳血管疾患で入院または手術をされたと
き、およびその後１年以上経過して約款所
定のお支払事由に該当されたとき一時金をお受
け取りいただけます。

脳梗塞で入院をして
一命を取り留めたけど
これからいろいろと費用が
かかりそうだわ…

使い道が自由な
一時金は
安心だね！

ガン・心疾患・脳血管疾患の保障を一時金
で準備できるので、リハビリなどさまざま
な費用に対して備えられます！
さらに、三大疾病（ガン・心疾患・脳血管
疾患）ごとに、それぞれ１年に１回を限度
に、何度でも保障します！

さらに

ガン遺伝子パネル検査に関する
特則を付加した場合

約款所定のガン遺伝子パネル検査も保障
対象となるため、ご自身にあった治療の選
択にお役立ていただける可能性があります！

未承認
薬

適応外
薬

適応外
薬

ガンの自費診療の詳細はP.17をご覧ください。

 (注 更新される場合、更新前後で通算します）

10日分も給付金を
受け取れた!
雑費などに
充てられるぞ！

費用が
高額になっても、
いろいろな治療を
選択できるね！

?
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ガン診断
ガン診断給付特約
（無解約返戻金型）（25）

抗ガン剤治療
抗ガン剤治療給付特約
（無解約返戻金型）（１８）

ガン特定診療
ガン特定診療特約
（無解約返戻金型）（２５）

ガン通院
ガン治療通院給付特約
（無解約返戻金型）

基
本
保
障（
主
契
約
）

選
べ
る
オ
プ
シ
ョ
ン（
特
約・特
則
）

先進医療
先進医療特約（無解約返戻金型）

通院給付特約（無解約返戻金型）（１８）

入院一時金
入院一時給付特約（無解約返戻金型）(22)

通院

女性向け
女性疾病給付特約
（無解約返戻金型）（25）

三大疾病
三大疾病一時給付特約
（無解約返戻金型）（25）

保険料払込免除
保険料払込免除特約（22）

注 約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。

すい

入 院 手術

放射線治療 集中治療室
管理

●初期入院10日給付特則
●八大疾病入院無制限給付特則

①ガン（上皮内ガンを含む）　②心疾患　③脳血管疾患
④高血圧性疾患・大動脈瘤等　⑤糖尿病　⑥肝疾患
⑦腎疾患　⑧膵疾患

終身
保障

初期入院10日給付特則

八大疾病入院無制限給付特則

ページ7

ページ8
〜

ページ9

ページ10

ページ11

ページ12

ページ13

ページ14

ページ14

〜

ページ15

ページ16

ページ17

ページ18
〜

ページ19

●病気やケガを問わず、入院されたとき一時金で保障し
ます。

●先進医療にかかわる技術料や、約款所定の交通費・宿
泊費を保障します。

●病気やケガを問わず、退院後の約款所定の通院治療を
保障します。

●初めてガンと診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で
入院されたとき、以後の保険料のお払込みは不要になり
ます。

●ガンを一時金で保障します。

●入院の有無を問わず、約款所定の抗ガン剤治療を保障し
ます。

●三大疾病（ガン・心疾患・脳血管疾患）を一時金で保障し
ます。

技術料＋交通費・宿泊費を保障

三大疾病（ガン・心疾患・脳血管疾患）ごとに、
それぞれ１年に1回を限度に何度でも保障

保障はそのままで
保険料のお払込みは不要

日帰り入院から保障

退院後の通院治療を保障

保険期間通算2,000万円まで保障

支払対象期間中は何日でも保障●入院の有無を問わず、約款所定のガンの通院治療を保障
します。

ガン遺伝子パネル検査に関する特則も付加できます。

●「ガン」「女性特有の病気」「女性に多い病気」による入院・
手術・放射線治療を保障します。

●約款所定のガンに関する自費診療・セカンドオピニオ
ンにかかわる費用や約款所定の交通費・宿泊費を保障
します。

自費診療・セカンドオピニオン
＋交通費・宿泊費を保障

保険期間通算１億円まで保障
(※更新される場合、更新前後で通算します）

１年に1回を限度に何度でも保障 再発・転移も対象

点滴・注射・経口投与等による
抗ガン剤治療を保障

お支払事由に該当する月を
通算して120月を保障

すべてのガンが保障対象

終身
保障

終身
保障

定期
保障

上
皮
内
ガ
ン
も
対
象

基本保障として、入院・手術・放射線治療・集中治療室管理を 保障します。
●日帰り入院から入院5日目まで一律５日分を保障します。
                                 を付加した場合、日帰り入院から 入院10日目まで一律１０日分を保障します。
●1回の入院の支払限度日数は、支払限度の型（30日型・60 日型・120日型）によります。
　　　　　　　　　　　　  　を付加した場合、約款所定の 八大疾病注による入院は1回の入院・通算
　ともに支払限度日数無制限で保障します。
●手術給付金の保障は、手術Ⅰ型または手術Ⅱ型から給付倍 率を選択いただけます。

エース

&LIFE 医療保険Aセレクトup 保障のラインアップ さまざまな保障を組み合わせることができます
※「＆LIFE 医療保険Aセレクトup」は「医療保険（無解約返戻金型）（25） 無配当」の販売名称です。

アップエース
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入院給付金日額：5,000円の場合ご契約例

日帰り入院から
まとまった金額
をお支払い

病気やケガに備えるための基本保障

解約返戻金に
ついて

※解約されますとご契約は
消滅しますので、以後の
保障はなくなります。

死亡時返戻金について
被保険者がお亡くなりになられたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。
※保険料払込期間中にお亡くなりになられたときは死亡時返戻金はありません。

主契約
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、
保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金（入院給付金日額の10倍）をお受け
取りいただけます。
特約
保険期間を通じて解約返戻金はありません。

基本保障
(主契約）

注1 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
※退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。

手術の有無にかかわらず、入院給付金の支払われる入院中に約款所定の集中治療室
管理を受けられたとき、お受け取りいただけます。

入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる
放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受け
られたとき、お受け取りいただけます。

病気やケガにより公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に
該当する手術を受けられたとき、お受け取りいただけます。

病気やケガにより入院されたとき日帰り入院注1から入院5日目まで一律5日分を
お受け取りいただけます。

日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。

お受取額

お受取額

お受取額

支払限度

1回につき （入院給付金日額の20倍）

手術Ⅰ型

手術Ⅱ型

10万円

外来

入院中 1回につき　  5万円

入院中 1回につき 10万円

1回につき

支払回数無制限 （60日に１回）

支払限度 支払回数無制限

（入院給付金日額の10倍）5万円

お受取額
（入院給付金日額の5日分）

放射線治療

入院
初期入院10日給付特則を付加した場合

約款所定の
八大疾病注2による入院

注2 約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。
①ガン（上皮内ガンを含む）　②心疾患　③脳血管疾患　④高血圧性疾患・大動脈瘤等　⑤糖尿病　⑥肝疾患　⑦腎疾患　⑧膵疾患

すい

疾病入院給付金は１回の入院・通算ともに

支払限度日数無制限１回の入院につき　　　　　　　30日・60日・120日選択 通算 1,095日
疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ

●対象とならない手術があります。

●睡眠時無呼吸またはその疑いによる入院（その診断または検査のための入院を含む）をされた場合で、睡眠時        無呼吸と診断されなかったときは、疾病入院給付金をお支払いできません。

●集中治療給付金は１回の入院について１回のお支払いを限度とします。
●集中治療給付金の支払対象となる診療行為について

入院5日目まで

５，０００円 × 入院日数入院6日目以降

一律 2.5万円

お受取額
（入院給付金日額の10日分）入院10日目まで

５，０００円 × 入院日数入院11日目以降

一律 5万円

（入院給付金日額の10倍）

（入院給付金日額の20倍）

1回につき 2.5万円
（入院給付金日額の5倍）

選択

選択

八大疾病入院無制限
給付特則を付加した場合選択支払限度日数

について

手術

集中治療室
管理

POINT

1

入院

約款所定の
八大疾病は
支払限度日数
無制限

POINT

2
約款所定の
集中治療室管理も
保障

POINT

3

（八大疾病入院無制限給付特則を
付加した場合）

手術 放射線
治療

集中治療室
管理

治療に必要な保障が準備できます！

詳しくはP.23（Q1）をご覧ください。

詳しくはP.24（Q2）をご覧ください。

詳しくはP.25（Q3）をご覧ください。

疾病入院給付金

災害入院給付金

手術給付金

放射線治療給付金

集中治療給付金
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治療の選択肢を広げるための
選べる保障

先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の
交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

先進医療給付金

オプション

●入院一時給付金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。
●退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。
●主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いできません。

先進医療
先進医療特約（無解約返戻金型）

自己負担割合のイメージ

❶先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養のうち、先進的な医療技術として認められた技術
をいいます

❷医療技術ごとに一定の施設基準が設定されており、施設基準に該当する限られた医療機関のみで
行われます
実施医療機関が遠方の場合等は、医療機関までの交通費や宿泊費の負担も無視できません。

❸一般の保険診療と異なるため、公的医療保険制度の対象外です
先進医療にかかわる費用は、医療技術の種類や医療機関等によって異なり、全額自己負担することになります。
先進医療にかかわる費用以外の、通常の治療と共通する部分（診察・検査・投薬・入院等）の費用は、一般の保険診療と同様
に扱われます。

※保険給付にかかる一部負担については、高額療養費制度が適用されます。

保険診療
（手術料） 公的医療保険から支払い 自己負担

（最高3割）

自己負担
（全額）

先進医療
（技術料）

先進医療とは

病気やケガにより入院されたとき、お受け取りいただけます。

入院一時給付金入院一時金
入院一時給付特約（無解約返戻金型）（22）

入院一時給付金額：10万円の場合 一時金としてご契約例 10万円

１回の入院につき
１回を限度に
何度でも保障

POINT

1
日帰り入院から保障

POINT

2

先進医療 先進医療を治療の

選択肢として

準備したい方におすすめ！

入院一時金
入院時の初期費用が

心配という方におすすめ！

入院給付金日額：5,000円（初期入院10日給付特則あり）、入院一時給付金額：10万円の場合お受け取りイメージ

❶ ５日間入院した場合

❷ 14日間入院した場合

特約 入院一時給付金 10万円

入院一時給付金 10万円

主契約 一律 5万円
（入院給付金日額の10日分）

入院日数に
かかわらず
同額保障

入院日数に
かかわらず
同額保障

特約

主契約

入院一時給付金 10万円

合計 15万円

5万円 （5,000円×10日分）

10日以内の入院の場合は
一律10日分を保障

5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

１日につき

5日間入院

特約

主契約 一律 5万円
（入院給付金日額の10日分）

特約

主契約

入院一時給付金 10万円

合計 17万円

7万円 （5,000円×14日分）

14日間入院

評価療養についてはP.26（Q5）をご覧ください。

1回の入院についてはP.23（Q1）をご覧ください。
●約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が
限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

●医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療
機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお
支払対象外となります。

保険期間通算2,000万円まで保障

先進医療にかかわる
技術料を実費払

POINT

1 交通費・宿泊費注も
お支払い

POINT

2

注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
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「ガン（上皮内ガンを含む）」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により
入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

女性疾病放射線治療給付金

女性疾病手術給付金

女性特定手術給付金

女性疾病入院給付金女性向け
女性疾病給付特約（無解約返戻金型）（25）

女性特有のガンに限らず保障
POINT

1

POINT

2

退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

通院給付金通院
通院給付特約（無解約返戻金型）（１８）

※ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）を付加されているご契約には付加できません。

主契約の入院給付金日額
5,000円の場合

ご契約例 ×5,000円 受療日数 支払対象期間内の
お支払事由に該当した日数

１回の入院につき30日（通算1,095日）支払限度

病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180
日以内の期間（支払対象期間）中に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院をされたとき、通院
給付金をお受け取りいただけます。

支払対象期間入院入院前の通院は
お支払対象外 お支払対象外

▲
通院

▲
入院

▲
退院

▲
通院

▲
通院

▲
通院

1回の入院につき30日までの通院を保障

退院日の翌日からその日を含めて180日以内〈お受け取りイメージ〉

退院後の
通院治療を保障

POINT

1 往診・訪問診療等も
保障

POINT

2

手術・放射線治療も
保障

POINT

3 女性特有の特定手術を
手厚く保障

胃ガン、乳ガン、子宮ガン、肺ガン、大腸ガン、白血病、
上皮内ガン 等

● ガン
鉄欠乏性貧血、低血圧症、膀胱炎、甲状腺障害
（バセドウ病等）、リウマチ、胆石症、胆のう炎、
くも膜下出血 等

● 女性に多い病気

早流産、子宮外妊娠、妊娠高血圧症候群、帝王切開、
鉗子分娩、吸引分娩 等

● 妊娠、出産にまつわる症状

乳房・子宮・卵巣・尿管・膀胱・尿道等の腫瘍（良性新生物）、
子宮筋腫 等

● 特定の良性新生物

卵巣機能障害、子宮内膜症 等
● 女性特有の病気

●「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付
特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因とし
て入院されたときは無制限となります。
●「通算」の支払限度日数は、無制限です。

女性疾病
入院給付金の
支払限度日数

約款所定の女性疾病で入院されたとき

約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたとき

以下の1～4のいずれかの手術を受けられたとき

約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金の
お支払事由に該当する放射線治療を受けられたとき

女性疾病
入院給付金

女性疾病
手術給付金
注1

入院

主契約に初期入院１０日給付特則を付加しない場合 主契約に初期入院１０日給付特則を付加した場合

５，０００円 
× 入院日数

入院5日目まで

入院

入院6日目以降

一律 ２．５万円
（女性疾病入院給付金日額

の5日分）

1回につき 5万円（　　　　　　）

５，０００円 
× 入院日数

入院10日目まで 入院11日目以降

一律 5万円
（女性疾病入院給付金日額

の10日分）

1 乳ガン（上皮内ガンを含む）による乳房の観血切除術 3 子宮摘出術
2 1の切除術を受けた乳房の乳房再建術 4 卵巣摘出術

手術

女性特定
手術給付金
注2、注3

特定手術

女性疾病放射線
治療給付金

放射線治療

注1 同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、
女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金はお支払いできません。

注2 乳房の観血切除術による女性特定手術給付金は、約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する診療行為を
受けられたときにお受け取りいただけます。また、子宮摘出術・卵巣摘出術による女性特定手術給付金は、病気やケガで主契約の手術
給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。

注3 女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術•乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・
各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。

女性疾病入院給付金日額：5,000円の場合ご契約例

女性疾病
入院給付金日額
の10倍

外来 1回につき 2.5万円

1回につき 15万円

（　　　　　　）女性疾病
入院給付金日額

の5倍

（　　　　　　）女性疾病
入院給付金日額
の10倍

（女性疾病入院給付金日額の30倍）

1回につき 5万円
（支払限度：60日に1回）

治療の選択肢を広げるための
選べる保障オプション 通 院

通院時の費用負担に

備えたい方におすすめ！

女性向け 女性ならではの

不安に備えておきたい方に

おすすめ！

対象となる女性疾病の範囲（例）

※正常分娩、美容整形上の手術等は、対象とはなりません。

●美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を
伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
●次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
・1日に2回以上通院された場合
・2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
・複数回の入院において主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いし、通院給付特約（無解約返戻金型）(18)の
支払対象期間が重複した場合で、その重複する支払対象期間中に通院された場合

退院後の通院患者数の推移

厚生労働省「平成11年、17年、23年、29年、令和5年 患者調査」
2005年1999年 2011年 2017年 2023年

※患者調査の「退院後の行き先」に関する質問において、「当院に通院」、「他の病院・診療所に通院」と回答された数を集計。

0

20

40

60

80

100

120
（万人）

約94万人
約106万人

約102万人約97万人

約115万人
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初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患
で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になり
ます。

保険料払込免除
保険料払込免除特約（22）

三大疾病
三大疾病一時給付特約（無解約返戻金型）（25）　　

入院日数・手術の有無は
問いません

POINT

1 上皮内ガンも対象
POINT

2

脳血管疾患一時給付金

心疾患一時給付金

ガン診断給付金

注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。

●初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定
●心疾患注・脳血管疾患で入院

●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。

保険料のお払込み
以後の保険料のお払込みは
不要になりますが、保障は継続します。

ご契約

ガン

上皮
基底膜

上皮内ガン

上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっている
ガンのことをいいます。※部位によって上皮内ガンの定義は異なります。

注 「高血圧性心疾患」は含まれません。

●胃ガン
●乳ガン
●肺ガン
●子宮ガン
●白血病　　等

●脳卒中
（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）
●脳動脈瘤　　　
●高血圧性脳症
●一過性脳虚血発作　　　　  等

ガン（上皮内ガンを含む） 脳血管疾患心疾患注

●急性心筋梗塞
●慢性リウマチ性心疾患
●慢性虚血性心疾患
●心筋症　 ●不整脈　 ●心不全
●狭心症　 ●肺循環疾患　　　 等

上皮内ガンとは

対象となる三大疾病の範囲（例）とは

治療の選択肢を広げるための
選べる保障オプション 三大疾病 保険料

払込免除

<三大疾病一時給付特約（無解約返戻金型）（25）、保険料払込免除特約（22）>

詳しくはP.25（Q4）をご覧ください。

ガン・心疾患・脳血管疾患の

治療中の保険料負担が

心配という方におすすめ！

ガンに加えて心疾患や
脳血管疾患も
手厚く準備をしたい方に
おすすめ！

初回
２回目以降

初回・2回目以降共通

初回・2回目以降共通

初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定されたとき、心疾患注1・脳血管疾患
で入院または手術をされたとき、およびその後１年以上経過して約款所定の
お支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。

●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
注2手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
注3在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的

医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料（往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除
く）の算定対象となる診療行為が対象となります。

三大疾病一時給付金額:50万円の場合ご契約例 50万円

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。

三大疾病（ガン・心疾患・脳血管疾患）

ごとに、それぞれ
１年に1回を限度に
何度でも保障 

POINT

1
POINT

2
上皮内ガンも同額保障

注1 心疾患には「高血圧性心疾患」は含まれません。

一時金として

給付金名 お支払事由

ガン診断
給付金

初めてガンと診断確定されたとき
直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の1～4のいずれかに

　　　　　　該当されたとき
1新たなガンと初めて診断確定されたとき（再発・転移を含みます）
2ガンにより入院されたとき
（ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて１年を経過した日
の翌日にガンにより継続入院中の場合、１年を経過した日の翌日に入院を開始された
ものとみなします）

3ガンにより以下の①～⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
　①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます）
　②手術注2　③放射線治療注2　
　④先進医療　⑤患者申出療養
4ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注2を受けられたとき
　①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
　②在宅医療注3による療養

心疾患
一時給付金

心疾患により入院または手術注2をされたとき
（心疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて１年を経過した日の翌日に心疾患
により継続入院中の場合、１年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします）　

脳血管疾患により入院または手術注2をされたとき
（脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて１年を経過した日の翌日に
脳血管疾患により継続入院中の場合、１年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします）

脳血管疾患
一時給付金

とうつう

対象となる特定抗ガン剤の
詳細はP.28（Q7）をご覧ください。

緩和ケアの詳細は
P.27（Q6）を
ご覧ください。

患者申出療養についてはP.26（Q5）をご覧ください。

詳しくはP.25（Q4）をご覧ください。

各給付金、それぞれ１年に１回（通算の限度なし）支払限度
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▶診断時における上皮内ガンの割合

子宮頸部 膀胱 大腸
（結腸・直腸）

乳房
厚生労働省健康局がん・疾病対策課
「令和3年全国がん登録 罹患数・率 報告」
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20％
40％
60％
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36.4%
11.3%12.9%

1413



初めてガン（上皮内ガンを含む）と診断確定されたとき、およびその後１年以上
経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。

ガン診断給付金ガン診断
ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（25）　　

１年に1回を
限度に
何度でも保障 

POINT

1
POINT

2 上皮内ガンも
同額保障

POINT

3

ガン診断給付金額:50万円の場合ご契約例 50万円

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。

一時金として

お支払事由

再発・転移も
対象

ガンの治療にかかるさまざまな費用（例）

治療の選択肢を広げるための
選べる保障オプション ガン診断 ガン治療に

必要なまとまった資金を

準備したい方におすすめ

ガンの治療には、治療費のほかに、さまざまな費用がかかる場合があるため、まとまった一時金があると安心です。

抗ガン剤
治療

ガン（上皮内ガンを含む）の治療を目的として、
抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。

抗ガン剤治療給付金抗ガン剤治療
抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（１８）

点滴・注射・
経口投与等
による抗ガン剤
治療を保障

POINT

1
POINT

2
POINT

3

抗ガン剤治療給付金月額：10万円の場合ご契約例

●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
●同一の月に２回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。

ガンの治療を
目的とした
ホルモン療法
も対象

お支払事由に
該当する月を
通算して
120月を保障

次のいずれかに該当する抗ガン剤治療が対象です。
・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる
薬剤料または処方せん料が算定される治療

・約款所定の先進医療による療養
・約款所定の患者申出療養による療養
・上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療

注 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
① 注射による投与が医師＊により行われた場合：医師＊によりその抗ガン剤が投与された日
② 経口による投与が行われた場合：医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を
投与すべきとされる日（ただし、被保険者が生存している日に限ります）

③ ①②に該当しない場合：医師がその抗ガン剤を処方した日
＊看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。

10万円×お支払事由に該当する月注の月数

対象となる抗ガン剤の詳細はP.28（Q7）をご覧ください。

患者申出療養についてはP.26（Q5）をご覧ください。

詳しくはP.25（Q4）をご覧ください。

１年に１回（通算の限度なし）支払限度

通算１２０月（同一の月に1回の支払限度）支払限度

初めてガンと診断確定されたとき
直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の1～4のいずれかに該当されたとき
1新たなガンと初めて診断確定されたとき（再発・転移を含みます）
2ガンにより入院されたとき
（ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて１年を経過した日の翌日にガンにより
継続入院中の場合、１年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします）

3ガンにより以下の①～⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
　①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます）　
　②手術注1　③放射線治療注1　
　④先進医療　⑤患者申出療養

4ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注1を受けられたとき
　①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養
　②在宅医療注2による療養

●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
注1手術・放射線治療および緩和ケアは公的医療保険制度の対象のものに限ります。
注2在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的
医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料（往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除
く）の算定対象となる診療行為が対象となります。

とうつう

緩和ケアの詳細は
P.27（Q6）をご覧ください。

対象となる特定抗ガン剤の詳細は
P.28（Q7）をご覧ください。

患者申出療養についてはP.26（Q5）をご覧ください。

詳しくはP.25（Q4）をご覧ください。

初回
2回目以降

ガンの主な治療方法としては、「手術」・「放射線治療」・「薬物療法」の３つがあります。この３つは、ガンの三大治療（標準治
療）と呼ばれ、抗ガン剤治療は薬物療法の1つです。

体から「ガン」を
切除する

「ガン」を放射線に
よって破壊する

薬剤（抗ガン剤）等
を使って治療する

手術 放射線治療 薬物療法

ガンの主な治療方法

抗ガン剤治療に

手厚く備えたい方に

おすすめ！

特
約・特
則
の
保
障
内
容

Q
&
A

保
険
料
表

知
っ
て
お
き
た
い
医
療
費

主
契
約
の
保
障
内
容

ヘ
ル
ス
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

気
に
な
る
デ
ー
タ

商
品
の
特
徴

保
障
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

再発の予防のための
定期検査費用

かつら（ウィッグ）、眉、
まつげのケア
のための費用

傷跡除去のための
形成外科手術

または美容整形の費用
タクシーの利用費用
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特にご注意いただきたいこと
●ガンの治療は、まず標準治療（保険診療）を受けることが一般的です。自由診療の多くは、保険診療を行っても治療効果が
　なかった場合等に患者の病状等に照らして安全性・有効性の観点から適切と評価できるときに行われます。
●ガン遺伝子パネル検査を受けた場合でも、治療につながる情報が得られない場合があります。

オプション 治療の選択肢を広げるための
選べる保障

ガン（上皮内ガンを含む）の治療を目的として自費診療による療養のために
入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、
それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

ガン特定診療給付金ガン特定診療
ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)　

次のいずれかの約款所定の自費診療による療養・セカンドオピニオンが対象です。

●自費診療に対するお支払いは、医学的に効果が認められたガンの治療を目的として、被保険者がその療養を受けた病院等に支
払うべき費用に限ります。ただし、その中でもお支払対象外となる費用があります。
●セカンドオピニオンに対するお支払いについて、診療情報提供書や意見書等の作成費用、セカンドオピニオンを受けた後の検査
や治療のための金額は含めません。

POINT

1
POINT

2 交通費・宿泊費注も
お支払い

注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。

(※更新される場合、更新前後で通算します）保険期間通算1億円まで保障

自費診療や
セカンドオピニオンに
かかわる費用をお支払い

特約保険期間５年(自動更新）

ガンの治療を目的とした自費診療のうち、
以下の❶～❸の療養が対象です。
❶評価療養による療養
❷患者申出療養による療養
❸約款所定の特定病院（以下、特定病院といいます） 
において行われた自由診療による療養

セカンドオピニオンとは

自
費
診
療

セ
カ
ン
ド

オ
ピ
ニ
オ
ン

●先進医療による療養
●乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術
●自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査

診断確定されたガンに関して、特定病院で受診した
セカンドオピニオン
（特約保険期間ごとに１回のみ）

担当医から診療情報提供書や意見書等が作成されたうえで、特
定病院において担当医とは異なる医師に相談することをいい、自
由診療として行うものが対象となります。

以下の療養はお支払対象外です。

詳しくはP.29（Q9）をご覧ください。

詳しくはP.18をご覧ください。それぞれの詳細はP.２6（Q5）をご覧ください。

ガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合、
お支払対象となります。

※最長９０歳まで更新いただけます。
※ご契約内容によっては保険期間が
　５年未満になる場合があります。

自費診療とは

ガンの自費診療として、以下のようなものがあります。

公的医療保険制度の給付対象とならない療養をいいます。保険診療は原則３割負
担で受けられますが、自費診療は治療費が全額自己負担になります。

＜ガンの自費診療の例＞

内視鏡手術を支援するロ
ボットを使用した術式で
す。開腹手術等に比べ、傷
口が小さく、痛みが少ない
点が特徴です。

※上記の治療例は、治療内容等によって保険診療や自費診療の中でも先進医療の対象となる場合があります。
※記載内容は2025年9月現在のものであり、将来変更となる場合があります。また、医療機関によって治療内容は異なります。

ロボット支援手術

国外では有効性が確認されているものの日本
国内では未承認の薬剤（未承認薬）や、日本国
内で承認されているものの適応症等の範囲外
で使用する薬剤（適応外薬）による治療です。
未承認薬・適応外薬のなかには薬剤費が高額
になるものがあります。

未承認薬・適応外薬による治療
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ガン
特定診療 ガンの治療の選択肢を

広げて準備をしておきたい

という方におすすめ！

ガン特定診療給付金

医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の12いずれかに
該当されたとき、お受け取りいただけます。

特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等におい
て、自由診療による療養としてガン遺伝子パネル検査
を受けられたとき

ガン遺伝子パネル検査の実施に要した費用および約款
所定の交通費・宿泊費注(特約保険期間ごとに１回のみ)

ガン特定診療給付金のお支払事由に該当した時点で、以下のいずれかに該当する病院をいいます。

特定病院とは

ガンに関連する多数の遺伝子の変化を一度に調べる検査のことです。この検査によっ
て、お一人おひとりの体質や病状にあわせた治療法を検討できるようになり、治療の
選択肢を広げる可能性があります。

ガン遺伝子パネル検査とは

ガン遺伝子パネル検査に関する特則

●抗悪性腫瘍薬とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」に分類されるものに
限ります。
●ガン遺伝子パネル検査に関する特則のお支払額も含めて保険期間通算１億円が限度となります。

注１特定病院(ガン遺伝子パネル検査は特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等)において行われるものに限ります。
注2６歳以上７０歳未満の場合です。年齢・所得により負担割合は異なります。
注3 2025年9月現在では評価療養（先進医療を除く）・患者申出療養によるガン遺伝子パネル検査は実施されていません。ただし、将来
的に評価療養（先進医療を除く）、患者申出療養にガン遺伝子パネル検査が追加された場合には、お支払対象となります。

１ 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
の検体検査実施料の算定対象となるガン遺伝子
パネル検査「がんゲノムプロファイリング検査」を
受けられたとき

１５万円および約款所定の交通費・宿泊費注

2

注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。

●がん診療連携拠点病院等　　　　　　●小児がん拠点病院等
●がんゲノム医療中核拠点病院等　　　 ●医療法に定める特定機能病院、臨床研究中核病院
●公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設

保険診療

３割負担注2

３割負担注2

３割負担注2

全額負担

３割負担注2

全額負担注3

３割負担注2

全額負担注3

全額負担

全額負担

自費診療
評価療養

先進医療 先進医療以外 患者申出療養 自由診療注1

一般の診察・検査・入院
などにかかる費用

治療そのものに
かかる費用

ガン遺伝子パネル
検査費用

ガン遺伝子パネル検査に
関する特則の保障対象

先進医療特約
(無解約返戻金型)

の保障対象
ガン遺伝子パネル検査に
関する特則の保障対象

ガン特定診療特約
(無解約返戻金型)(25）

の保障対象

ガン治療（保険診療・自費診療）における自己負担割合と保障対象のイメージ

詳しくはP.30（Q10）をご覧ください。

詳しくはP.28（Q8）をご覧ください。

●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
●同一の入院・通院において、複数のお支払事由に該当した場合でも、交通費・宿泊費は重複してお支払いしません（先進医療特約等で
交通費・宿泊費をお支払いする場合も含みます）。

●更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定めます。

詳しくはP.25（Q4）をご覧ください。

特則を付加することで、左記特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります
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人生100年時代の新しいカタチ
すこやかな未来を保険でつくる。

※「MSAケア」は、三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。
※サービスの内容は2026年3月現在のものであり、予告なく変更・中止・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　また、各サービスは三井住友海上あいおい生命が提携する企業が提供するサービスです。
※サービスの詳細や留意事項については三井住友海上あいおい生命オフィシャルホームページからご確認いただけます。
※お客さまに親しみをもってご利用いただくため、（M)三井（S)住友海上（Ａ）あいおい生命の略称を用い、サービスのブランド名を「MSAケア」としました。

病気の予防・早期発見から健康に関するご相談、重症化・再発予防など、健康をトータルでサポート
することを目指す三井住友海上あいおい生命のヘルスケアサービスの総称です。

ＭＳＡケアとは？ MSAケアの
最新のライン
アップはこちら

https://www.msa-life.co.jp/msacare/

～一人でも多くのお客さまの「笑顔で長生き」を応援するために～

今の時代に寄り添った保障と先進的なヘルスケアサービス「MSAケア」を組み合わせて、

皆さまのすこやかな未来づくりをサポートします。

M S A
相談サービス（満点生活応援団、介護すこやかデスク）

みつける
健康維持・疾病予防

早期発見

ささえる

保障

あなたをまもる
重症化・再発予防
生活サポート

ガン（上皮内ガンを含む）の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき、
お受け取りいただけます。

ガン治療通院給付金ガン通院
ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）

●ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
●検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの
治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。

※通院給付特約（無解約返戻金型）(18)を付加されているご契約には付加できません。

ガン治療通院給付金日額：
5,000円の場合

ご契約例 ×5,000円 通院日数

・ガンが再発したと診断確定されたとき
・ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき

・ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
・ガンの治療を目的として入院されたとき注

1 初めてガンと診断確定された日からその日を含めて５年間
2 最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて５年間

次の期間（支払対象期間）中の通院が対象となります。

ガン通院

入院の有無を
問わず保障

POINT

1
POINT

2 往診・訪問
診療等も保障

POINT

3支払対象
期間中は
何日でも保障

▶支払対象期間中に再発・転移・新たなガンが発生し、ガンの治療を目的とした通院をされた場合でも保障します（検査や経過
観察のための通院は除きます）。

お支払対象外

▲
再発・転移・

新たなガンの発生・入院

5年間は、ガンの治療を目的とした通院で
あれば何日でも保障します。

支払対象期間満了後は
お支払対象外です。

支払対象期間（5年間）

▲
ガンと
診断確定

▲
再発・転移・

新たなガンの発生・入院

通院 通院

支払対象期間（5年間）

▲
ガンと
診断確定

▲
支払対象
期間満了

▲
支払対象
期間満了

▲
支払対象
期間満了

通院

支払対象期間（5年間）
通院 通院

1

2 5年間は、ガンの治療を目的とした通院で
あれば何日でも保障します。

支払対象期間が満了した日の翌日以後に、再発等
をした際には、再度、5年間が設定されます。

ガンの通院治療にも

備えたい方におすすめ！

注 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。

〈お受け取りイメージ〉

詳しくはP.25（Q4）をご覧ください。

治療の選択肢を広げるための
選べる保障オプション
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同じ月に、医療機関等で支払った医療費（自己負担分）が高額になった場合、自己負担が軽くなるよう限度額が設けら
れています。自己負担の限度額は、年齢・年収・医療費総額等によって異なります。

公的医療保険が適用される部分での自己負担

たとえば 40歳の方が病気やケガをした場合のイメージ

公的医療保険適用 公的医療保険適用外

自己負担

1日3食で1,530円

入院中の食事代
（標準負担額（一般区分））

先進医療を受けた場合

小学校入学前まで

2割負担
小学校入学後～69歳

3割負担
75歳以上（一般）

1割負担 注1 注2
70歳～74歳（一般）

2割負担 注2

全額自己負担

差額ベッド代
(1人部屋の場合)

1日あたり平均 8,625円

●交通費
●入院時の日用品の
 購入費用
●入院開始時の保証金　等

57,600円

15,000円

24,600円
8,000円

年収約1,160万円～
年収約770万円～約1,160万円
年収約370万円～約770万円

年収156万円～約370万円

Ⅱ 住民税非課税世帯
Ⅰ 住民税非課税世帯

（年金収入80.67万円以下など）

18,000円
（年間上限144,000円）

140,100円
93,000円
44,400円

44,400円

－

－

適用区分

現
役
並
み

一般

住
民
税

非
課
税
等

外来（個人ごと）
　多数回該当の場合注2

（4回目からの自己負担限度額）

▶69歳以下の場合

❶
❷
●❸
❹
❺

年収約1,160万円～
年収約770万円～約1,160万円
年収約370万円～約770万円

～年収約370万円
住民税非課税者

57,600円
35,400円

140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

適用区分 　多数回該当の場合注2

（4回目からの自己負担限度額）

高額療養費制度から支給 212,570円

自己負担額 87,430円

1か月の医療費総額100万円

同じ月に医療費が高額になった場合に自己負担が軽減される「高額療養費制度」があります。

自己負担額は 87,430円

適用区分●❸の場合
40代の方

1か月で100万円の医療費が
　かかった場合注1

例

1か月あたりの医療費注1の自己負担限度額

▶70歳以上の場合

252,600円＋（医療費－842,000円）×１%
167,400円＋（医療費－558,000円）×１%
80,100円＋（医療費－267,000円）×１%

ひと月の上限額（世帯ごと）

252,600円＋（医療費－842,000円）×1%
167,400円＋（医療費－558,000円）×1%
80,100円＋（医療費－267,000円）×1%

ひと月の上限額（世帯ごと）

病気やケガで治療を受ける場合、公的医療保険制度がありますが、一部自己負担（１割～３割）が発生します。
加えて、全額自己負担となる公的医療保険制度対象外の費用がかかることもあります。

高額療養費制度について

公的医療保険が
負担

窓口負担3割
（30万円）

注1 １つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担（69歳
以下の場合は21,000円以上であることが必要です。）を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象
となります。また、同じ公的医療保険に加入している場合は、世帯で合算することができます。

注2 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間（直近12か月）で3か月以上あったときは、4か月目（4回目）からの自己負担限度額がさらに軽減
されます。

※適用区分の年収は目安です。
※詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問い合わせください。
※2025年9月現在の公的医療保険制度にもとづいて記載しています。今後変更になる可能性がありますので、最新の情報は厚生労働省ホームペー
ジ等でご確認願います。

医療費が高額になった場合は

※未就学または義務教育期間中の子どもや難病と診断された方等に対して医療費の助成が受けられる「医療費助成制度」があります。
詳細はお住まいの市区町村等にお問い合わせください。

※公的医療保険制度とは、健康保険法・国民健康保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法・船員保険法・高齢者の
医療の確保に関する法律のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。

● 保険診療にかかわる費用

公的医療保険適用外の自己負担

入院費用

●入院時の食事代の一部負担

処置料

手術費用

投薬費用
等

※住民税非課税の方、住民税非課税でも老齢福祉年金を受
けている方等は負担額が軽減されています。

注1 一定以上の所得の場合は2割負担となります。
注2 現役並み所得の場合は３割負担となります。

1食につき510円は自己負担となります。

年齢や所得に応じて、
費用の一部が自己負担となります。

費用が高額になった場合、自己負担が軽減される
高額療養費制度があります。

個室や少人数の病室に入ったときの
特別料金 差額ベッド代

●その他の雑費

厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会（第613回）
「主な選定療養に係る報告状況」

2,780円
2,778円

4人部屋
3人部屋

差額ベッド代の1日あたりの自己負担分

3,149円
8,625円

2人部屋
1人部屋

医療費の７割
（公的医療保険制度の給付対象） ３割 評価療養・

患者申出療養
個室や少人数の病室に
入ったときの特別料金 その他の雑費

交通費
等

詳しくはP.22をご覧ください。

治療費に
加えて

入院時の日用品の
購入費用

入院開始時の
保証金

● 評価療養（先進医療含む）に
  かかわる費用
●患者申出療養にかかわる費用

公的医療保険対象外の

それぞれの詳細はP.26（Q5）をご覧ください。
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A

1Q
２回以上入院をされた場合、継続した1回の入院とみなす場合があります。

複数回入院した場合の取り扱いを教えてほしい。

A

2Q
手術給付金および放射線治療給付金は以下の場合にお受け取りいただけます。

手術給付金および放射線治療給付金の支払基準を教えてほしい。

▶手術給付金および放射線治療給付金は以下の場合にお受け取りいただけます。

公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を
受けられたとき

＜初期入院10日給付特則を付加しない場合で、入院一時給付特約（無解約返戻金型）（22）を付加する場合＞

入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる
放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき

手術給付金

放射線治療給付金

●公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の
手術は手術給付金のお支払対象外です。

　●創傷処理
　●皮膚切開術
　●デブリードマン
　●抜歯手術
　●骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
　●鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術（レーザー等による焼灼術を含みます。）
　　または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
●同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金を
お支払いします。
●医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定めら
れている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術については、手
術給付金をお支払いできません。
●医科診療報酬点数表において、「手術料が１日につき算定されるものとして定められている手術」を受けた場合、その
手術を受けた１日目についてのみ手術給付金をお支払いします。

2日間入院

疾病入院
給付金

災害入院
給付金

入院一時
給付金

疾病入院
給付金

入院一時
給付金

入院一時給付金
お支払い

13日間入院
胃かいよう（病気）で入院 退院 骨折（ケガ）で入院 退院

50日間経過

2日間入院 13日間入院
胃かいようで入院 退院 肺炎で入院 退院

100日間経過

入院① 入院②

入院① 入院②

5日分お支払い

13日分お支払い

入院一時給付金
お支払い

入院一時給付金
お支払い

入院一時給付金
お支払い

5日分お支払い 13日分お支払い

胃かいよう（病気）で2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。その後、退院から50日後に肺炎
（病気）で13日間入院されたとき
2回目の入院開始が、1回目の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内であるため、2回の入院は継続した1回の入院と
して取り扱います。

2回目の入院開始が、1回目の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過しているため、2回目の入院は新たな入院と
して取り扱います。

入院給付金の種類（病気・ケガ）が異なるため、2回目の入院は新たな入院として取り扱います。

継続した1回の入院として取り扱うため、お支払対象となる通算の入院日数は15日（2日＋13日）となります。1回目の入院で既に5日分をお支払いし
ているため、2回目の入院では10日分のお支払いとなります。また、入院一時給付金は1回の入院につき1回を限度としているため、2回目の入院で
はお支払いできません。

新たな入院となるため、2回目の入院は入院した日数分がお支払対象となります。また、入院一時給付金もお支払対象となります。

新たな入院となるため、2回目の入院は入院した日数分がお支払対象となります。また、入院一時給付金もお支払対象となります。

2日間入院

疾病入院
給付金

入院一時
給付金

入院一時給付金
お支払い

入院一時給付金は
お支払いできません

13日間入院
胃かいようで入院 退院 肺炎で入院 退院

50日間経過

継続した1回の入院

5日分お支払い 10日分お支払い

継続した１回の入院として取り扱う場合

新たな入院として取り扱う場合①

1回目の入院から60日以上経過後に再入院した場合

新たな入院として取り扱う場合②

入院給付金の種類が異なる場合

胃かいよう（病気）で2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。その後、退院から100日後に肺炎
（病気）で13日間入院されたとき

胃かいよう（病気）で2日間入院し、5日分の疾病入院給付金と入院一時給付金を受け取った。
その後、退院から50日後に骨折（ケガ）で13日間入院されたとき

▶入院の原因を問わず、疾病入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合、継続した1回の入院として取り扱います(災害
入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合も同様です)。

　ただし、入院給付金の種類が異なる場合や、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日
からその日を含めて60日を経過して開始した入院の場合は、それぞれ新たな入院として取り扱います。



A

3Q
以下のとおりご案内します。

集中治療給付金の支払対象となる診療行為を教えてほしい。

▶約款所定の集中治療室管理とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、次
の算定対象となる診療行為のことをいいます。

●救命救急入院料
●特定集中治療室管理料
●小児特定集中治療室管理料
●新生児特定集中治療室管理料
    ※小児または新生児がこの医療保険の被保険者ではない場合、小児特定集中治療室管理料または新生児特定集中治療室管理料が算定  
　  されても、集中治療給付金のお支払対象とはなりません。
●総合周産期特定集中治療室管理料

●約款所定の集中治療室管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。
　〈例〉●ハイケアユニット入院医療管理　●日本国外での集中治療室管理　等

A

▶ガン給付責任開始期からガンに関する保障を開始する特約・特則
　●三大疾病一時給付特約（無解約返戻金型）（25）
　●保険料払込免除特約（22）
　●ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（25）
　●抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（18）
　●ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)
　●ガン遺伝子パネル検査に関する特則　
　●ガン治療通院給付特約（無解約返戻金型）

4Q
ガンの保障は、責任開始日注からその日を含めて90日を経過した日の翌日（91日目）からとなり、
下記の特約・特則が対象となります（ガンの保障の開始時期をガン給付責任開始期といいます）。

ガンの保障はいつから始まりますか？

ガンに関する保障の開始イメージ

90日間
▲

責任開始期
▲

ガン給付責任開始期
（９１日目）

ガンに関する保障の開始

注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。この保障を
開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

Q&A

　

A

5Q
診察の種類と公的医療保険制度の給付の概要は次のとおりです。

評価療養、患者申出療養、自由診療とは？

公的医療保険制度による自己負担割合のイメージ（6歳以上70歳未満の場合）

公的医療保険制度の給付対象となる診療です。

診察の種類 概要

保険診療

高度の医療技術を用いた療養で、患者の申出にもとづき厚生労働大臣が定めるものをいいま
す。保険診療と自費診療の併用が認められていますが、患者申出療養にかかわる費用は自己
負担となります。

患者申出療養

高度の医療技術を用いた療養等で、公的医療保険制度の給付対象とするか否かの評価が必
要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。保険診療と自費診療の併用が認めら
れていますが、評価療養にかかわる費用は自己負担となります。先進医療以外の評価療養に
は次のようなものがあります。
●製造販売の承認後で保険収載前の医薬品を使用する診療
●保険収載された医薬品の適応外使用にかかる診療

先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養のうち、先進的な医療技術として認められた
技術をいいます。

公的医療保険制度の給付対象とならない診療をいい、保険診療と自由診療の併用は認めら
れていません。保険診療であれば公的医療保険制度の対象となる部分の費用と自由診療に
かかわる費用が自己負担となります。

評価療養

上記のうち
先進医療

自由診療

保険診療の場合

患者申出療養・
評価療養（先進医療等）
の場合

自由診療の場合

●「医療費」は、公的医療保険制度の対象となる部分（診察・検査・投薬・入院料等）の費用です。

医療費の７割
（公的医療保険制度の給付対象）

３割

●公的医療保険制度の給付対象となる場合、医療費の自己負担額を軽減する「高額療養費制度」があります。

●医療機関で治療を受けた際には、その費用の一部または全額が地方自治体から助成される制度がある可能性があります。制度の名
称、助成内容は地方自治体によって異なりますので、詳細は、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。
●2025年9月現在の公的医療保険制度にもとづき概要を記載しています。
   詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問い合わせください。

自己負担

医療費の７割
（公的医療保険制度の給付対象）

３割
患者申出療養・

評価療養にかかわる費用

保険診療であれば
公的医療保険制度の対象となる部分
（診察・検査・投薬・入院料等）の費用

自由診療にかかわる費用

自己負担

自己負担

※評価療養（先進医療含む）、患者申出療養は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
　詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

詳しくはP.21～22をご覧ください。
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A

6Q
以下のとおりご案内します。

緩和ケアとはどのようなものですか？

▶ガン治療の身体的・精神的な苦痛を緩和するためのケアの１種で、三大疾病一時給付特約（無解約返戻金型）（２５）、ガン診断
給付特約（無解約返戻金型）（２５）においては、以下の①②の療養が対象です。

Q&A

　

※医師から「しばらく自宅で静養するように」との指示を受けて自宅で静養しても、医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料
の算定がされていない場合はお支払いできません。

神経系の司令塔の部分である脳や脊髄に作用して痛みを抑える薬の総称です。中程度の
痛みから強い痛みに使う鎮痛薬です。適切な量や種類を調整することで痛みを和らげるこ
とができます。

①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養

オピオイド鎮痛薬とは？　

▶在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅などにおいて治
療に専念することをいいます。
▶具体的には、在宅医療を受けた時点において、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者
診療・指導料（往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除きます）に列挙されている診療料や
管理指導料等の算定対象となる診療行為が対象となります。
２０２5年9月現在で該当する診療料や管理指導料等は以下のとおりです。在宅患者診療・指導料は、医科診療
報酬点数表の改定により変更となることがあります。

②在宅医療による療養

対象となる在宅医療とは？

神経や神経の周辺に局所麻酔薬を注射して、痛みをなくす方法です。麻酔薬が神経に作用
し、痛みの伝わる経路をブロックすることで、痛みを取り除きます。痛みが緩和されること
で血流がよくなり、筋肉のこわばりもなくなります。

神経ブロックとは？

●在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
●在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
●在宅時医学総合管理料
●施設入居時等医学総合管理料
●在宅がん医療総合診療料
●在宅患者訪問看護・指導料
●同一建物居住者訪問看護・指導料
●在宅患者訪問点滴注射管理指導料
●在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
●訪問看護指示料

●介護職員等喀痰吸引等指示料
●在宅患者訪問薬剤管理指導料
●在宅患者訪問栄養食事指導料
●在宅患者連携指導料
●在宅患者緊急時等カンファレンス料
●在宅患者共同診療料
●在宅患者訪問褥瘡管理指導料
●外来在宅共同指導料
●在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料

●お支払対象は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数
表により、神経ブロック料が算定される約款所定の神経ブロックに限ります。
●約款所定の神経ブロックとは、医科診療報酬点数表に定める神経ブロック（局所麻酔剤ま
たはボツリヌス毒素使用）または神経ブロック（神経破壊剤、高周波凝固法使用またはパル
ス高周波法使用）をいいます(ただし、手術時等の麻酔導入に伴って実施された場合を除き
ます）。

●お支払対象は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数
表により、薬剤料または処方せん料が算定されるものに限ります（ただし、手術時等の麻酔
導入に伴って使用された医薬品を除きます）。

A

7Q

以下のとおりご案内します。

▶対象となる抗ガン剤は、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のう
ち、以下に分類される薬剤をいい、特約によって、対象となる薬剤が異なります。

▶特定病院とは、ガン特定診療給付金のお支払事由に該当した時点で厚生労働大臣が指定した病院や公益社団法人日本臨床
腫瘍学会によって認められた認定研修施設等をいい、以下の病院が対象です。

A

8Q

以下のとおりご案内します。

ガン特定診療特約（無解約返戻金型）（25）、ガン遺伝子パネル検査に関する
特則の特定病院について教えてほしい。

注1ガン診断給付金の2回目以降のお支払事由について記載しています。
注2お支払対象は公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、上表の特定抗ガン剤にかかる薬剤料ま
たは処方せん料が算定される治療、またはガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている上表の特定抗ガン剤を用いた治療に
限ります。

　　　　　　

●がん診療連携拠点病院等　　　　　　　
   都道府県がん診療連携拠点病院および地域がん診療連携拠点病院、
　国立研究開発法人国立がん研究センター、
　特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院
●小児がん拠点病院等
   小児がん中央機関、小児がん拠点病院

●がんゲノム医療中核拠点病院等
   がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、
   がんゲノム医療連携病院

●医療法に定める特定機能病院、臨床研究中核病院
●公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設
●上記と同等と三井住友海上あいおい生命が認めた病院または診療所

特
定
抗
ガ
ン
剤

抗
ガ
ン
剤

三大疾病一時給付特約
（無解約返戻金型）（25）注1 注2

ガン診断給付特約
（無解約返戻金型）（25）注1 注2

抗ガン剤治療給付特約
（無解約返戻金型）（１８）

特約名
L01.
抗悪性腫瘍薬　　

L02.
内分泌療法
（ホルモン療法）

L03.
免疫賦活薬

L04.
免疫抑制薬

V10.
治療用
放射性医薬品

ガン特定診療特約（無解約返戻金型）（25）において、
自由診療による療養・セカンドオピニオンがお支払対象となる病院

ガン遺伝子パネル検査に関する特則において、
自由診療によるガン遺伝子パネル検査がお支払対象となる病院

対象となる抗ガン剤の違いを教えてほしい。
（三大疾病一時給付特約（無解約返戻金型）（25）、ガン診断給付特約（無解約返戻金型）（25）、
抗ガン剤治療給付特約（無解約返戻金型）（18））

特定病院は、
専用ホームページの

「ガン特定病院検索ナビ」から
ご確認いただけます。

https://msa-life-tokuteibyouin.
wellnessplatform.jp

QRコードからwebサイトに
アクセスできます

QR

※QRコードは㈱デンソー
　ウェーブの登録商標です。

QR
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Q&A

A

9Q
以下のとおりご案内します。

ガン特定診療特約（無解約返戻金型）（25）において、
自費診療にかかわる費用のうち対象外となる費用を教えてほしい。

▶自費診療にかかわる費用のうち、以下の費用はお支払対象外です。
（1）公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用（被保険者が支払うべき一部負担金または入院時食事療養費、入

院時生活療養費、保険外併用療養費もしくはその他の給付を受ける際に被保険者が負担する金額等を含めます。）
（2）食事療養に要した費用のうち、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準注1により算

定した費用の額に相当する額(１食あたり690円注2）を超える費用
（3）生活療養に要した費用のうち、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準注1により算

定した費用の額に相当する額(光熱水費等の療養環境に関する費用：１日あたり398円、食事の提供たる療養に関する費
用：１食あたり604円注3）を超える費用

（4）選定療養のうち特別の療養環境の提供（差額ベッド代）に関する費用

（5）医薬品の使用に要した費用のうち、日本国内外の医薬品の価格注4の2.5倍の金額を基準とし、ガンの治療を直接の目的
として使用された医薬品の用量に応じて計算した金額を超える費用

（6）お支払対象外となっている療養(P.17に記載)にかかわる費用（以下の①～③）
①先進医療にかかわる費用
②乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術にかかわる費用
③自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査にかかわる費用

（7）一連の診療計画において、次のいずれかを実施したことにより、診療計画の一部または全部が自費診療となった場合の
当該療養に要した費用
①乳房再建術または乳輪・乳頭再建術等の形成再建術　　　　
②自由診療として受検したガン遺伝子パネル検査

上記（1）～（4）のイメージ

注１入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成18年３月６日厚生労働省
告示第99号）に定めるところによります。

注2 2025年9月時点の「入院時食事療養(Ⅰ)・流動食のみが提供される場合以外」の金額であり、病院によって異なる場合があります。
注3 2025年9月時点の「入院時生活療養(Ⅰ)・流動食のみが提供される場合以外」の金額であり、病院によって異なる場合があります。
注4厚生労働省告示に定める薬価基準に掲載されたその医薬品の価格がある場合は、その価格とします。それ以外の場合は、合理的に参照可
能な日本国外における市場流通価格等を参考とします。

上記（6）③についてはガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合で、特定病院（がんゲノム医療中核拠点病院
等）で自由診療としてガン遺伝子パネル検査を受検した場合、お支払対象となります。

上記（7）②については、ガン遺伝子パネル検査に関する特則を付加した場合で特定病院（がんゲノム医療中核拠点病院
等）で自由診療としてガン遺伝子パネル検査を受検した場合、お支払対象となります。

●評価療養（先進医療を除く）・患者申出療養の場合

評価療養（先進医療を除く）・
患者申出療養にかかわる費用

保険診療に該当する療養に
要する費用

食事療養・生活療養に要する費用

差額ベッド代

お支払
対象

お支払
対象外

●自由診療の場合

差額ベッド代

お支払
対象

お支払
対象外

自由診療の治療に要する費用
(食事療養・生活療養に要する費用は

（2）（3）に記載の金額を
超える部分はお支払対象外）

ガン遺伝子パネル検査から治療につながるまでの流れガン遺伝子パネル検査によって
治療につながる割合

A

10Q
以下のとおりご案内します。

ガン遺伝子パネル検査とは？

ガン遺伝子パネル検査とは、ガン組織や血液を用いて多数の遺伝子を調べ、ガン治療に有効な候補薬があるかどうかを調べ
る検査です。ガン遺伝子パネル検査では、原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択できる可能性があり
ます。
ガン遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかった場合、未承認薬または適応外薬となることもあります。この未
承認薬･適応外薬を使用する場合、評価療養や自由診療となることがあります。また、患者申出療養制度を活用することが考
えられます。
（公的医療保険制度の保険診療で行われる検査注は①標準治療がない、または終了が見込まれる固形ガン、②造血器腫瘍または
類縁疾患が対象です。）

▶お払込みいただいた保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となります。他の生命保険料と合算し、
一定額まで所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。（所得税法第76条）

保険料に
ついて

▶被保険者が受取人となる給付金等は非課税扱いになります。（所得税基本通達9-20、9-21）
▶死亡時返戻金の受取時の課税については、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税、所得
税、贈与税が適用されます。

給付金等に
ついて

●上記、税務上のお取扱いについては、2025年9月施行中の税制によります。
今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。また、給付金等にかかる税金については、実際に
受け取られた時点の税制によります。なお、個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。

A

11Q
主な税務のお取扱いについてご案内します。

税務の取扱いはどうなりますか?

候補薬が見つからない

国内で承認された薬剤

ガン遺伝子パネル検査の実施

候補薬が見つかる

国内で未承認の薬剤
適応外となる薬剤

検査結果

候補薬の種類

がんゲノム情報管理センター（C-CAT）「がん遺伝子パネ
ル検査に基づく治療選択肢の提示と提示治療実施率」
※2019年6月1日以降2022年6月30日までにC-CAT
調査結果が返却された症例のうち、臨床情報収集項目
Ver.1.2.1以降の症例（当該項目未入力の4例を除く）

提示された
治療薬を
投与した症例

治療薬の選択肢が
提示された症例

9.4%

44.5%

注 2025年9月現在
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男性
保険料表

（単位：円） （単位：円）

■保険料払込方法：月払（口座振替扱・クレジットカード扱）
■保険期間・保険料払込期間：終身（ガン特定診療特約（25）、ガン遺伝子パネル検査に関する特則：５年）
■支払限度の型：60日型　■手術給付金の型：手術Ⅰ型　
■初期入院10日給付特則付　■八大疾病入院無制限給付特則付

※特約名称は「（無解約返戻金型）」を省略して掲載しています。（保険料払込免除特約（22）を除く）
※通院給付特約（18）とガン治療通院給付特約は同時に付加できません。

&LIFE 医療保険Aセレクトup 保険料払込免除特約（22） 保険料払込免除特約（22）あり なし

入院給付金
日額
5,000円

主契約

入院一時
給付金額
10万円

入院一時
給付特約
（22）

約款所定の
給付額

先進医療特約

主契約の入院
給付金日額
5,000円

通院給付特約
（18）

三大疾病
一時給付金額
50万円

三大疾病
一時給付特約

（25）

ガン診断
給付金額
50万円

ガン診断
給付特約
（25）

抗ガン剤治療
給付金月額
10万円

抗ガン剤治療
給付特約
（18）

ガン治療通院
給付金日額
5,000円

ガン治療通院
給付特約

約款所定の
給付額

約款所定の
給付額

ガン遺伝子パネル検査
に関する特則

ガン特定診療特約（25）

あり なし

入院給付金
日額
5,000円

主契約

入院一時
給付金額
10万円

入院一時
給付特約
（22）

約款所定の
給付額

先進医療特約

主契約の入院
給付金日額
5,000円

通院給付特約
（18）

三大疾病
一時給付金額
50万円

三大疾病
一時給付特約

（25）

ガン診断
給付金額
50万円

ガン診断
給付特約
（25）

抗ガン剤治療
給付金月額
10万円

抗ガン剤治療
給付特約
（18）

ガン治療通院
給付金日額
5,000円

ガン治療通院
給付特約

約款所定の
給付額

約款所定の
給付額

ガン遺伝子パネル検査
に関する特則

ガン特定診療特約（25）

あり なし

主契約

ご契約が月払（口座振替扱・クレジットカード扱）の場合、主契約と特約の合計保険料が1,500円以上からお取扱いします。　◆ご契約年齢とは、ご契約日 における被保険者の年齢（満年齢）です。（例）24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。
◆上記以外のご契約条件での保険料は、三井住友海上あいおい生命の代理店・社員までお問い合わせください。

ご
契
約
年
齢（
歳
）

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
80
85

特約 主契約

ご
契
約
年
齢（
歳
）

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
80
85

特約

1,430
1,395
1,380
1,360
1,345
1,340
1,335
1,345
1,355
1,370
1,380
1,400
1,415
1,435
1,455
1,480
1,495
1,515
1,540
1,560
1,585
1,615
1,645
1,675
1,710
1,745
1,785
1,820
1,865
1,905
1,960
2,010
2,065
2,125
2,180
2,250
2,320
2,395
2,465
2,545
2,630
2,760
2,905
3,055
3,205
3,365
3,525
3,700
3,880
4,070
4,260
4,450
4,660
4,865
5,085
5,310
5,555
5,805
6,075
6,350
6,630
6,855
7,095
7,345
7,585
7,850
8,135
8,435
8,755
9,110
9,510
9,950
10,435
10,965
11,515
12,080
14,830
17,550

130
130
130
130
131
131
131
131
131
132
132
132
133
133
133
133
134
134
135
135
135
136
136
137
137
138
138
140
140
141
142
142
143
144
145
146
146
147
148
150
151
152
153
154
156
157
158
160
161
163
164
165
166
167
170
171
173
175
176
178
180
181
183
184
186
187
188
190
192
194
197
201
205
209
214
218
230
230

870
840
810
780
760
750
750
750
750
760
780
800
810
820
840
860
870
890
910
930
940
970
990
1,000
1,020
1,050
1,090
1,120
1,150
1,180
1,230
1,260
1,300
1,350
1,400
1,460
1,510
1,560
1,620
1,680
1,750
1,810
1,890
1,970
2,050
2,150
2,230
2,320
2,430
2,530
2,650
2,760
2,870
2,990
3,110
3,250
3,400
3,530
3,690
3,860
4,010
4,180
4,330
4,510
4,680
4,870
5,050
5,250
5,470
5,690
5,950
6,230
6,540
6,880
7,210
7,560
9,180
10,630

285
285
280
280
280
280
280
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
355
360
370
380
395
405
415
430
440
455
470
485
500
515
535
560
580
600
625
650
675
710
735
770
800
830
870
910
950
995
1,040
1,085
1,135
1,180
1,235
1,290
1,355
1,415
1,480
1,545
1,615
1,685
1,755
1,830
1,905
1,990
2,075
2,165
2,270
2,380
2,500
2,640
2,785
2,925
3,070
3,595
3,870

675
687
699
712
725
740
755
772
789
807
827
847
869
892
916
942
969
998
1,028
1,060
1,093
1,128
1,166
1,205
1,247
1,292
1,338
1,388
1,440
1,495
1,555
1,617
1,683
1,754
1,828
1,907
1,991
2,080
2,173
2,272
2,377
2,488
2,606
2,730
2,862
3,002
3,149
3,306
3,470
3,643
3,822
4,009
4,202
4,403
4,613
4,835
5,066
5,308
5,557
5,811
6,067
6,321
6,574
6,826
7,080
7,339
7,603
7,875
8,160
8,463
8,792
9,150
9,537
9,943
10,359
10,766
12,447
13,349

438
445
453
462
471
479
489
499
510
522
534
547
561
575
591
607
625
643
662
682
704
726
750
775
802
830
860
892
925
960
998
1,038
1,081
1,126
1,174
1,225
1,280
1,338
1,399
1,465
1,535
1,609
1,689
1,772
1,862
1,958
2,059
2,167
2,281
2,401
2,526
2,658
2,795
2,938
3,088
3,246
3,411
3,583
3,760
3,941
4,120
4,299
4,476
4,652
4,828
5,006
5,184
5,368
5,557
5,757
5,973
6,207
6,458
6,720
6,986
7,244
8,276
8,745

240
245
251
256
263
269
276
283
290
297
305
314
323
333
343
354
366
378
392
406
421
436
453
471
491
511
532
556
581
609
637
669
703
739
778
821
865
913
963
1,018
1,078
1,142
1,211
1,285
1,365
1,452
1,544
1,644
1,751
1,868
1,994
2,131
2,281
2,446
2,625
2,816
3,020
3,232
3,448
3,667
3,888
4,107
4,328
4,552
4,772
4,993
5,213
5,432
5,652
5,876
6,098
6,319
6,529
6,722
6,887
7,022
7,214
6,809

716
716
715
715
715
715
715
714
714
714
714
714
714
715
716
717
719
720
722
723
724
726
728
729
730
731
732
732
733
735
736
738
740
743
746
750
755
760
766
772
780
789
799
809
821
835
851
866
882
894
906
916
923
931
939
952
966
983
1,001
1,018
1,031
1,043
1,050
1,054
1,055
1,054
1,051
1,048
1,048
1,053
1,066
1,086
1,112
1,140
1,165
1,186
1,178
965

552
552
552
551
551
551
551
551
551
551
550
550
551
551
552
553
554
555
556
557
558
558
559
560
561
561
562
563
563
564
565
567
568
572
574
577
580
584
589
594
599
607
614
622
630
641
652
664
675
686
694
701
706
712
719
729
739
752
765
777
789
797
802
805
806
805
803
801
801
805
814
829
849
870
889
904
898
738

310
310
315
315
315
320
325
325
330
335
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
395
400
410
420
425
435
445
455
465
480
495
500
515
530
555
570
590
610
630
655
675
710
735
765
800
830
875
915
960
1,010
1,065
1,120
1,180
1,245
1,325
1,405
1,485
1,570
1,665
1,760
1,850
1,955
2,055
2,155
2,270
2,385
2,500
2,625
2,750
2,880
3,010
3,130
3,260
3,385
3,495
3,590
3,860
3,880

1,190
1,160
1,130
1,100
1,090
1,075
1,070
1,070
1,075
1,080
1,095
1,105
1,115
1,130
1,140
1,150
1,170
1,185
1,195
1,210
1,230
1,245
1,265
1,285
1,305
1,335
1,360
1,390
1,415
1,445
1,480
1,510
1,550
1,585
1,630
1,670
1,715
1,755
1,805
1,850
1,900
1,990
2,075
2,160
2,250
2,340
2,440
2,535
2,635
2,745
2,845
2,955
3,075
3,190
3,300
3,425
3,555
3,685
3,820
3,955
4,100
4,205
4,330
4,450
4,580
4,710
4,840
4,980
5,125
5,285
5,440
5,605
5,765
5,945
6,120
6,300
7,320
8,700

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

780
730
700
670
650
640
630
630
630
630
640
650
660
670
680
690
710
720
730
730
750
760
790
800
820
840
860
880
900
920
960
980
1,000
1,030
1,060
1,100
1,140
1,170
1,220
1,260
1,300
1,340
1,380
1,440
1,480
1,540
1,600
1,640
1,710
1,770
1,830
1,900
1,960
2,030
2,100
2,180
2,250
2,320
2,400
2,480
2,560
2,660
2,740
2,820
2,910
3,000
3,090
3,190
3,300
3,390
3,490
3,600
3,690
3,790
3,910
4,020
4,600
5,330

245
240
235
235
225
225
225
225
235
235
240
240
245
250
255
255
260
265
265
270
275
280
285
290
295
300
310
320
325
335
345
355
365
375
395
405
420
435
445
460
480
495
505
525
550
570
590
610
635
655
680
710
735
765
790
820
850
880
915
950
980
1,025
1,060
1,095
1,135
1,175
1,215
1,255
1,300
1,350
1,395
1,445
1,490
1,540
1,585
1,635
1,805
1,945

508
515
524
534
543
553
565
576
589
603
617
632
648
666
683
703
723
744
767
790
816
842
870
900
931
965
999
1,036
1,075
1,115
1,159
1,204
1,252
1,303
1,356
1,412
1,469
1,531
1,595
1,662
1,732
1,805
1,882
1,962
2,047
2,134
2,228
2,325
2,426
2,532
2,642
2,755
2,872
2,992
3,116
3,244
3,375
3,508
3,643
3,779
3,914
4,049
4,182
4,315
4,446
4,578
4,708
4,838
4,966
5,092
5,215
5,335
5,452
5,565
5,674
5,781
6,299
6,766

336
341
345
351
357
364
371
378
386
395
403
413
423
434
445
457
470
483
497
512
528
544
562
581
601
622
644
667
691
717
744
773
804
836
870
906
943
983
1,026
1,069
1,116
1,165
1,217
1,272
1,330
1,391
1,455
1,523
1,593
1,668
1,746
1,827
1,911
1,999
2,088
2,182
2,277
2,373
2,470
2,568
2,665
2,760
2,855
2,947
3,039
3,130
3,219
3,305
3,391
3,472
3,551
3,627
3,699
3,768
3,834
3,897
4,195
4,441

220
225
229
234
239
245
250
256
263
269
276
283
290
298
307
315
325
335
345
357
368
380
394
408
423
437
454
471
490
510
530
553
575
600
626
654
684
714
747
781
819
857
896
939
985
1,031
1,082
1,134
1,189
1,246
1,307
1,373
1,440
1,511
1,585
1,663
1,740
1,822
1,905
1,987
2,069
2,149
2,228
2,305
2,377
2,446
2,511
2,572
2,630
2,684
2,737
2,787
2,832
2,875
2,915
2,950
3,080
3,132

635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
634
634
634
634
634
634
634
634
634
634
634
634
633
633
633
633
631
629
625

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
477
477
477
477
477
475
473

275
275
275
280
280
280
285
285
290
290
295
295
300
300
305
310
315
315
320
325
330
335
340
345
350
360
365
370
380
390
400
410
415
425
435
445
455
470
480
490
500
515
530
550
565
580
600
620
640
660
685
715
735
765
790
820
850
880
910
940
975
1,015
1,050
1,085
1,125
1,160
1,195
1,235
1,270
1,305
1,345
1,375
1,410
1,440
1,475
1,500
1,645
1,780

特
約・特
則
の
保
障
内
容

Q
&
A

保
険
料
表

知
っ
て
お
き
た
い
医
療
費

主
契
約
の
保
障
内
容

ヘ
ル
ス
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

気
に
な
る
デ
ー
タ

商
品
の
特
徴

保
障
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
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入院給付金
日額
5,000円

主契約

入院一時
給付金額
10万円

入院一時
給付特約
（22）

約款所定の
給付額

先進医療特約

主契約の入院
給付金日額
5,000円

通院給付特約
（18）

三大疾病
一時給付金額
50万円

三大疾病
一時給付特約

（25）

ガン診断
給付金額
50万円

抗ガン剤治療
給付金月額
10万円

ガン治療通院
給付金日額
5,000円

約款所定の
給付額

約款所定の
給付額

ガン遺伝子パネル検査
に関する特則

あり なし

ガン診断
給付特約
（25）

女性疾病
入院給付金
日額
5,000円

女性疾病
給付特約
（25）

抗ガン剤治療
給付特約
（18）

ガン治療通院
給付特約

ガン特定診療特約（25）

入院給付金
日額
5,000円

主契約

入院一時
給付金額
10万円

入院一時
給付特約
（22）

約款所定の
給付額

先進医療特約

主契約の入院
給付金日額
5,000円

通院給付特約
（18）

三大疾病
一時給付金額
50万円

三大疾病
一時給付特約

（25）

ガン診断
給付金額
50万円

抗ガン剤治療
給付金月額
10万円

ガン治療通院
給付金日額
5,000円

約款所定の
給付額

約款所定の
給付額

ガン遺伝子パネル検査
に関する特則

あり なし

ガン診断
給付特約
（25）

女性疾病
入院給付金
日額
5,000円

女性疾病
給付特約
（25）

抗ガン剤治療
給付特約
（18）

ガン治療通院
給付特約

ガン特定診療特約（25）
主契約

ご
契
約
年
齢（
歳
）

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
80
85

1,535
1,515
1,505
1,500
1,495
1,500
1,515
1,525
1,555
1,575
1,610
1,640
1,675
1,705
1,740
1,780
1,815
1,855
1,895
1,940
1,985
2,020
2,065
2,110
2,145
2,175
2,215
2,245
2,270
2,295
2,320
2,335
2,350
2,375
2,395
2,415
2,440
2,460
2,485
2,520
2,555
2,650
2,755
2,855
2,960
3,080
3,190
3,310
3,445
3,570
3,710
3,840
3,985
4,130
4,290
4,445
4,610
4,780
4,960
5,135
5,330
5,465
5,600
5,750
5,895
6,040
6,180
6,320
6,460
6,605
6,740
6,890
7,045
7,195
7,350
7,490
8,185
9,120

132
133
133
133
133
133
134
134
134
135
135
135
136
136
137
137
137
138
138
140
140
141
141
142
142
143
144
144
145
145
146
147
148
148
149
150
151
151
152
153
154
154
155
156
156
157
157
158
158
159
159
160
160
161
162
162
163
164
164
164
165
165
166
166
167
167
167
167
166
166
166
165
165
165
164
164
159
151

900
890
870
860
850
840
850
860
870
890
910
930
960
990
1,000
1,030
1,060
1,090
1,120
1,150
1,180
1,200
1,230
1,250
1,280
1,300
1,320
1,330
1,350
1,360
1,370
1,380
1,400
1,400
1,420
1,430
1,440
1,450
1,480
1,490
1,520
1,540
1,580
1,620
1,640
1,680
1,740
1,790
1,830
1,880
1,940
1,990
2,060
2,120
2,190
2,250
2,320
2,390
2,470
2,550
2,630
2,720
2,790
2,870
2,960
3,020
3,100
3,180
3,260
3,330
3,410
3,480
3,560
3,620
3,690
3,750
4,070
4,440

275
275
275
275
275
280
280
285
290
295
300
310
315
320
325
335
340
345
355
360
365
375
380
390
400
410
420
430
440
450
460
475
485
495
505
520
535
555
570
585
600
615
635
655
670
690
720
740
760
785
805
825
855
880
910
935
965
995
1,030
1,065
1,095
1,130
1,160
1,190
1,225
1,255
1,280
1,315
1,340
1,365
1,390
1,420
1,445
1,475
1,490
1,510
1,555
1,585

725
705
685
675
670
670
680
700
715
740
760
785
815
835
875
905
935
970
1,010
1,045
1,080
1,110
1,140
1,175
1,200
1,220
1,240
1,250
1,255
1,260
1,260
1,250
1,245
1,240
1,230
1,215
1,205
1,190
1,185
1,175
1,170
1,165
1,170
1,175
1,185
1,185
1,195
1,205
1,215
1,225
1,240
1,255
1,275
1,300
1,330
1,365
1,400
1,435
1,480
1,515
1,555
1,595
1,640
1,685
1,715
1,750
1,790
1,815
1,840
1,870
1,900
1,940
1,985
2,025
2,075
2,135
2,455
2,835

493
500
509
518
527
538
549
560
573
586
601
616
633
650
668
687
707
728
751
773
798
823
850
878
907
938
969
1,001
1,034
1,069
1,104
1,140
1,177
1,215
1,254
1,294
1,334
1,375
1,417
1,460
1,501
1,544
1,587
1,628
1,669
1,710
1,749
1,788
1,828
1,868
1,911
1,956
2,004
2,055
2,109
2,166
2,226
2,288
2,353
2,419
2,484
2,550
2,616
2,681
2,745
2,810
2,875
2,940
3,004
3,070
3,135
3,204
3,276
3,354
3,440
3,536
4,120
4,600

688
697
707
719
730
743
757
772
788
804
823
842
863
884
907
931
956
983
1,010
1,039
1,069
1,101
1,135
1,170
1,207
1,245
1,285
1,326
1,368
1,412
1,457
1,503
1,551
1,600
1,651
1,703
1,756
1,812
1,867
1,924
1,982
2,039
2,097
2,156
2,214
2,272
2,330
2,388
2,447
2,508
2,572
2,639
2,710
2,786
2,865
2,948
3,037
3,128
3,222
3,318
3,416
3,515
3,614
3,714
3,813
3,913
4,012
4,111
4,209
4,307
4,407
4,510
4,614
4,726
4,845
4,973
5,684
6,237

381
394
406
418
429
442
455
468
482
495
511
526
544
560
579
599
620
642
667
691
720
750
781
816
852
890
932
975
1,021
1,071
1,123
1,178
1,236
1,297
1,361
1,427
1,496
1,567
1,639
1,713
1,787
1,861
1,934
2,005
2,075
2,144
2,210
2,274
2,337
2,398
2,459
2,519
2,580
2,642
2,706
2,774
2,845
2,922
3,004
3,091
3,182
3,274
3,369
3,464
3,563
3,661
3,761
3,862
3,967
4,070
4,173
4,281
4,390
4,507
4,630
4,759
5,318
5,783

734
734
733
733
733
732
732
732
731
731
731
731
733
735
738
742
745
749
752
756
759
762
765
768
771
774
776
779
781
785
791
797
803
811
821
829
839
850
860
870
881
890
899
907
914
919
922
923
923
923
922
923
924
926
928
932
937
943
949
956
965
976
986
995
1,000
1,003
1,000
994
986
977
968
962
956
951
945
936
865
750

564
563
563
563
563
563
562
562
562
562
561
562
563
564
567
569
573
576
579
581
584
586
588
591
593
595
596
598
600
604
608
612
617
623
629
637
644
651
659
668
675
682
689
695
700
704
706
706
706
706
706
706
707
708
711
713
717
721
727
732
739
746
754
760
765
766
764
760
754
747
741
736
732
727
722
716
662
577

320
325
330
330
335
340
345
345
350
355
360
365
370
375
390
395
400
410
415
425
435
445
455
465
475
485
495
505
515
530
550
565
580
595
610
625
640
660
675
700
715
730
750
765
785
805
820
840
865
885
905
925
950
970
995
1,025
1,050
1,080
1,105
1,135
1,165
1,200
1,230
1,265
1,300
1,340
1,375
1,415
1,450
1,485
1,525
1,560
1,595
1,640
1,685
1,735
2,035
2,525

特約 主契約

ご
契
約
年
齢（
歳
）

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
80
85

1,255
1,235
1,215
1,200
1,190
1,190
1,195
1,210
1,220
1,245
1,265
1,290
1,320
1,345
1,370
1,400
1,430
1,455
1,485
1,525
1,555
1,585
1,610
1,645
1,675
1,695
1,720
1,730
1,745
1,750
1,760
1,765
1,765
1,770
1,780
1,780
1,785
1,790
1,795
1,810
1,825
1,880
1,940
2,005
2,065
2,135
2,210
2,290
2,375
2,460
2,545
2,630
2,720
2,805
2,910
3,000
3,110
3,210
3,320
3,425
3,540
3,620
3,720
3,810
3,905
4,010
4,105
4,215
4,325
4,445
4,560
4,675
4,790
4,920
5,045
5,175
5,880
7,010

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

790
750
740
720
710
700
700
710
720
730
750
780
800
820
840
860
880
900
920
950
970
990
1,000
1,010
1,030
1,050
1,060
1,070
1,070
1,070
1,090
1,090
1,070
1,070
1,090
1,090
1,070
1,090
1,100
1,100
1,120
1,130
1,150
1,170
1,190
1,230
1,250
1,280
1,310
1,350
1,400
1,430
1,470
1,510
1,550
1,600
1,640
1,670
1,730
1,780
1,830
1,880
1,930
1,980
2,040
2,100
2,160
2,210
2,270
2,330
2,390
2,450
2,510
2,560
2,630
2,680
3,010
3,510

225
220
220
220
220
220
220
225
235
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
280
285
290
295
300
305
310
315
320
330
335
345
350
360
370
375
390
400
410
420
425
440
450
460
475
485
495
510
525
545
560
575
590
605
625
640
660
680
705
725
745
765
785
805
820
840
870
890
910
930
955
975
995
1,025
1,045
1,065
1,080
1,150
1,250

615
590
575
555
545
545
555
560
580
600
620
640
665
690
720
745
775
805
830
865
895
920
950
975
995
1,015
1,025
1,030
1,035
1,030
1,025
1,015
995
980
965
950
930
920
900
890
875
870
865
865
860
865
870
865
870
875
885
895
905
920
935
955
970
990
1,025
1,050
1,075
1,100
1,125
1,145
1,175
1,200
1,220
1,240
1,260
1,290
1,315
1,350
1,380
1,415
1,450
1,495
1,800
2,220

381
386
392
399
405
413
420
429
438
448
459
471
483
496
509
524
539
555
572
589
607
628
647
669
691
713
737
761
786
811
836
862
888
913
940
968
995
1,023
1,051
1,080
1,108
1,136
1,165
1,192
1,219
1,245
1,271
1,297
1,322
1,348
1,375
1,404
1,434
1,467
1,500
1,537
1,574
1,614
1,653
1,694
1,735
1,775
1,816
1,856
1,899
1,944
1,991
2,040
2,092
2,145
2,198
2,253
2,311
2,374
2,445
2,525
3,068
3,656

523
529
536
543
552
561
571
581
592
605
618
632
647
663
680
698
716
736
756
777
801
824
849
875
903
931
960
990
1,020
1,052
1,084
1,116
1,150
1,184
1,218
1,253
1,290
1,327
1,364
1,402
1,440
1,479
1,518
1,557
1,595
1,634
1,672
1,711
1,750
1,790
1,832
1,876
1,922
1,971
2,022
2,076
2,131
2,189
2,249
2,309
2,371
2,433
2,496
2,560
2,627
2,696
2,769
2,845
2,923
3,003
3,084
3,166
3,251
3,341
3,439
3,547
4,225
4,946

350
361
370
380
392
402
412
424
434
446
459
471
485
497
513
528
544
560
579
598
619
640
664
689
714
743
772
804
836
871
907
946
986
1,027
1,072
1,117
1,165
1,214
1,264
1,314
1,364
1,413
1,462
1,508
1,551
1,593
1,630
1,665
1,697
1,728
1,756
1,783
1,809
1,836
1,862
1,889
1,918
1,948
1,980
2,013
2,046
2,079
2,113
2,145
2,178
2,210
2,243
2,276
2,311
2,346
2,381
2,415
2,448
2,480
2,511
2,540
2,669
2,748

635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
635
634
634
634
634
634
634
634
633
629

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
477
475

285
285
290
290
295
295
300
300
305
305
310
315
320
320
325
330
335
340
345
350
355
360
370
375
380
395
400
410
415
425
435
440
450
460
470
480
490
495
505
515
525
535
550
565
575
585
595
605
615
625
635
645
655
665
675
685
700
710
720
730
740
755
765
775
790
800
810
820
830
840
860
870
880
895
905
915
1,015
1,190

特約

ご契約が月払（口座振替扱・クレジットカード扱）の場合、主契約と特約の合計保険料が1,500円以上からお取扱いします。　◆ご契約年齢とは、ご契約日 における被保険者の年齢（満年齢）です。（例）24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。
◆上記以外のご契約条件での保険料は、三井住友海上あいおい生命の代理店・社員までお問い合わせください。

女性
保険料表

（単位：円） （単位：円）

■保険料払込方法：月払（口座振替扱・クレジットカード扱）
■保険期間・保険料払込期間：終身（ガン特定診療特約（25）、ガン遺伝子パネル検査に関する特則：５年）
■支払限度の型：60日型　■手術給付金の型：手術Ⅰ型　
■初期入院10日給付特則付　■八大疾病入院無制限給付特則付

※特約名称は「（無解約返戻金型）」を省略して掲載しています。（保険料払込免除特約（22）を除く）
※通院給付特約（18）とガン治療通院給付特約は同時に付加できません。

&LIFE 医療保険Aセレクトup 保険料払込免除特約（22） 保険料払込免除特約（22）あり なし
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